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平成 30 年度第６回大規模事業評価専門委員会 
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〇資料 No.１ 大規模事業評価実施要領の一部改正について 

○資料 No.２ 大規模事業評価専門委員会から示された検討課題への対応案

について 
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大規模事業評価実施要領の一部改正について 

 

１ 公共事業評価対象事業の整理について（農業農村整備事業）                       

農林水産省の事業制度の統合等により、対象事業を整理するもの。 

  ・ほ場整備事業を、経営体育成基盤整備事業に統合 

・土地改良総合整備事業（担い手育成型）を、土地改良総合整備事業に名称変更 

 

※詳細は別添新旧対照表のとおり。 

 

２ 地域修正係数の更新等について（道路事業）                     

平成 30年２月の国土交通省の費用便益分析マニュアル改訂に併せて、県が設定している

地域修正係数を更新するもの（算出・確認の結果、平成 31年１月に地域修正係数が確定し

たもの）。 

 

（更新前）：県央=1.353、県南=1.498、沿岸=1.615、県北=1.624 

    (更新後)：県央=1.407、県南=1.609、沿岸=1.635、県北=1.736 

 

【対象事業（県土整備部所管事業）】 

・地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型、地域密着型） 

 

  ※詳細は別添新旧対照表のとおり。   

資料№１ 
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改正前 改正後 

別記１関係 別記１関係 

備考 ・事業の削除 ・改正部分は下線の部分 

大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（農政）

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）水田の生産性（市町村）
（１５点）

・特に優(３項目以上該当）
・優(２項目該当)
・平均的(１項目該当)
・劣(該当なし)

１５
１１．２５
７．５
３．７５

①１等米比率が県平均以上、②米の単収が県平均以
上、③経営体の水田耕地利用率が県平均以上、④水
田経営体のうち認定農業者の割合が県平均以上

（２）地区担い手の農地集積目標
（１０点)

・６５％以上
・６５％未満～５５％以上
・５５％未満～４５％以上
・４５％未満～３５％以上
・３５％未満

１０
８
６
４
２

（１）地域振興計画等との整合性
（５点）

・４項目以上該当
・３項目該当
・２項目該当
・１項目該当
・該当なし

５
３．７５
２．５
１．２５
０

①市町村発展計画に登載されている、②市町村農振
計画と整合が図られている、③経営基盤強化促進法
と整合が図られている（育成する担い手の経営規模
等が市町村目標の水準に達する計画である）、④市
町村の奨励作物を営農計画に位置付けている、⑤事
業管理計画に登載されている

（２）中心経営体に占める認定農業者
の割合（市町村）
（１０点）

・８５％以上
・７５％以上～８５％未満
・６５％以上～７５％未満
・５５％以上～６５％未満
・５５％未満

１０
８
６
４
２

（１）他事業との関連
（１０点）

・進度調整が必要な事業（河川工事、道路工事）あり
・目的を一つとする関連事業（他事業との兼ね合いで早期の効果
発現が求められるもの：農業関係の基盤整備・施設整備事業等）
あり
・事後に実施される他の事業等で取得する用地（道路、公園、農
業施設用地等）の創設あり
・該当なし

１０
６．６６

３．３３

０

（２）営農上の緊急性
（１０点）

・７項目以上該当
・５～６項目該当
・３～４項目該当
・１～２項目該当
・該当項目なし

１０
７．５
５
２．５
０

①耕作道が幅員不足、②畦畔が低く深水管理が出来
ない、③排水機能の不備により湿田化、④排水路が
断面不足、⑤用水の漏水あり、⑥用水確保が不安
定、⑦施設の維持管理費が増加傾向、⑧耕作放棄地
が増加傾向、⑨その他の支障

（１）費用便益比（B／C）
（１０点）

・１．０９以上
・１．０６～１．０８
・１．０３～１．０５
・１．００～１．０２
・１．００未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）１０ａあたり事業費
（１０点）

・１，６００千円未満
・１，６００千円以上～１，８００千円未満
・１，８００千円以上～２，０００千円未満
・２，０００千円以上～２，２００千円未満
・２，２００千円以上

１０
８
６
４
２

（１）同意率
（１０点）

・９９％以上
・９４％以上～９９％未満
・９１％以上～９４％未満
・２／３以上～９１％未満
・２／３未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）推進組織の活動状況
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体的な
評価区分」参照

（３）市町村の支援体制
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体的な
評価区分」参照

計（１００点）

効　率　性
（２０点）

熟　度
（２０点）

　

重　要　性
（１５点）

・ほ場整備事業（区画整理型）、　・経営体育成基盤整備事業対象事業

評価項目

緊　急　性
（２０点）

必　要　性
（２５点）

大規模事業評価実施要領の一部改正新旧対照表

大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（農政）

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）水田の生産性（市町村）
（１５点）

・特に優(３項目以上該当）
・優(２項目該当)
・平均的(１項目該当)
・劣(該当なし)

１５
１１．２５
７．５
３．７５

①１等米比率が県平均以上、②米の単収が県平均以
上、③経営体の水田耕地利用率が県平均以上、④水
田経営体のうち認定農業者の割合が県平均以上

（２）地区担い手の農地集積目標
（１０点)

・６５％以上
・６５％未満～５５％以上
・５５％未満～４５％以上
・４５％未満～３５％以上
・３５％未満

１０
８
６
４
２

（１）地域振興計画等との整合性
（５点）

・４項目以上該当
・３項目該当
・２項目該当
・１項目該当
・該当なし

５
３．７５
２．５
１．２５
０

①市町村発展計画に登載されている、②市町村農振
計画と整合が図られている、③経営基盤強化促進法
と整合が図られている（育成する担い手の経営規模
等が市町村目標の水準に達する計画である）、④市
町村の奨励作物を営農計画に位置付けている、⑤事
業管理計画に登載されている

（２）中心経営体に占める認定農業者
の割合（市町村）
（１０点）

・８５％以上
・７５％以上～８５％未満
・６５％以上～７５％未満
・５５％以上～６５％未満
・５５％未満

１０
８
６
４
２

（１）他事業との関連
（１０点）

・進度調整が必要な事業（河川工事、道路工事）あり
・目的を一つとする関連事業（他事業との兼ね合いで早期の効果
発現が求められるもの：農業関係の基盤整備・施設整備事業等）
あり
・事後に実施される他の事業等で取得する用地（道路、公園、農
業施設用地等）の創設あり
・該当なし

１０
６．６６

３．３３

０

（２）営農上の緊急性
（１０点）

・７項目以上該当
・５～６項目該当
・３～４項目該当
・１～２項目該当
・該当項目なし

１０
７．５
５
２．５
０

①耕作道が幅員不足、②畦畔が低く深水管理が出来
ない、③排水機能の不備により湿田化、④排水路が
断面不足、⑤用水の漏水あり、⑥用水確保が不安
定、⑦施設の維持管理費が増加傾向、⑧耕作放棄地
が増加傾向、⑨その他の支障

（１）費用便益比（B／C）
（１０点）

・１．０９以上
・１．０６～１．０８
・１．０３～１．０５
・１．００～１．０２
・１．００未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）１０ａあたり事業費
（１０点）

・１，６００千円未満
・１，６００千円以上～１，８００千円未満
・１，８００千円以上～２，０００千円未満
・２，０００千円以上～２，２００千円未満
・２，２００千円以上

１０
８
６
４
２

（１）同意率
（１０点）

・９９％以上
・９４％以上～９９％未満
・９１％以上～９４％未満
・２／３以上～９１％未満
・２／３未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）推進組織の活動状況
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体的な
評価区分」参照

（３）市町村の支援体制
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体的な
評価区分」参照

計（１００点）

効　率　性
（２０点）

熟　度
（２０点）

　

重　要　性
（１５点）

（削除）　　・経営体育成基盤整備事業対象事業

評価項目

緊　急　性
（２０点）

必　要　性
（２５点）
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改正前 改正後 

別記１関係 別記１関係 

備考 ・事業の名称変更 ・改正部分は下線の部分 

大規模事業評価実施要領の一部改正新旧対照表

大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（農政）

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）水田の生産性（市町村）
（１５点）

・特に優(３項目以上該当）
・優(２項目該当)
・平均的(１項目該当)
・劣(該当なし)

１５
１１．２５
７．５
３．７５

①１等米比率が県平均以上、②米の単収が県平均以
上、③経営体の水田耕地利用率が県平均以上、④水
田経営体のうち認定農業者の割合が県平均以上

（２）地区担い手の農地集積目標
（１０点)

・６５％以上
・６５％未満～５５％以上
・５５％未満～４５％以上
・４５％未満～３５％以上
・３５％未満

１０
８
６
４
２

（１）地域振興計画等との整合性
（５点）

・４項目以上該当
・３項目該当
・２項目該当
・１項目該当
・該当なし

５
３．７５
２．５
１．２５
０

①市町村発展計画に登載されている、②市町村農振
計画と整合が図られている、③経営基盤強化促進法
と整合が図られている（育成する担い手の経営規模
等が市町村目標の水準に達する計画である）、④市
町村の奨励作物を営農計画に位置付けている、⑤事
業管理計画に登載されている

（２）中心経営体に占める認定農業者
の割合（市町村）
（１０点）

・８５％以上
・７５％以上～８５％未満
・６５％以上～７５％未満
・５５％以上～６５％未満
・５５％未満

１０
８
６
４
２

（１）関連事業の有無
（１０点）

・あり（重要）
・あり（普通）
・なし

１０
５
０

・あり（重要）：２事業以上又は他省庁事業が関連事
業として位置付けられている
・あり（普通）：併せ事業等が位置付けられている

（２）営農上の緊急性
（１０点）

・５項目以上該当
・３～４項目該当
・１～２項目該当
・該当項目なし

１０
６．６６
３．３３
０

①耕作道が幅員不足、②排水機能の不備により湿田
化、③排水路が断面不足、④用水の漏水あり、⑤用
水確保が不安定、⑥施設の維持管理費が増加傾向、
⑦その他の支障

（１）費用便益比（B／C）
（１０点）

・１．０９以上
・１．０６～１．０８
・１．０３～１．０５
・１．００～１．０２
・１．００未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）１０ａあたり事業費
（１０点）

・９００千円未満
・９００千円以上～１，１００千円未満
・１，１００千円以上～１，３００千円未満
・１，３００千円以上～１，５００千円未満
・１，５００千円以上

１０
８
６
４
２

（１）同意率
（１０点）

・９９％以上
・９４％以上～９９％未満
・９１％以上～９４％未満
・２／３以上～９１％未満
・２／３未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）推進組織の活動状況
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体的な
評価区分」参照

（３）市町村の支援体制
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体的な
評価区分」参照

計（１００点）

効　率　性
（２０点）

熟　度
（２０点）

　

対象事業 ・土地改良総合整備事業（担い手育成型）

評価項目

重　要　性
（１５点）

緊　急　性
（２０点）

必　要　性
（２５点）

大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（農政）

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）水田の生産性（市町村）
（１５点）

・特に優(３項目以上該当）
・優(２項目該当)
・平均的(１項目該当)
・劣(該当なし)

１５
１１．２５
７．５
３．７５

①１等米比率が県平均以上、②米の単収が県平均以
上、③経営体の水田耕地利用率が県平均以上、④水
田経営体のうち認定農業者の割合が県平均以上

（２）地区担い手の農地集積目標
（１０点)

・６５％以上
・６５％未満～５５％以上
・５５％未満～４５％以上
・４５％未満～３５％以上
・３５％未満

１０
８
６
４
２

（１）地域振興計画等との整合性
（５点）

・４項目以上該当
・３項目該当
・２項目該当
・１項目該当
・該当なし

５
３．７５
２．５
１．２５
０

①市町村発展計画に登載されている、②市町村農振
計画と整合が図られている、③経営基盤強化促進法
と整合が図られている（育成する担い手の経営規模
等が市町村目標の水準に達する計画である）、④市
町村の奨励作物を営農計画に位置付けている、⑤事
業管理計画に登載されている

（２）中心経営体に占める認定農業者
の割合（市町村）
（１０点）

・８５％以上
・７５％以上～８５％未満
・６５％以上～７５％未満
・５５％以上～６５％未満
・５５％未満

１０
８
６
４
２

（１）関連事業の有無
（１０点）

・あり（重要）
・あり（普通）
・なし

１０
５
０

・あり（重要）：２事業以上又は他省庁事業が関連事
業として位置付けられている
・あり（普通）：併せ事業等が位置付けられている

（２）営農上の緊急性
（１０点）

・５項目以上該当
・３～４項目該当
・１～２項目該当
・該当項目なし

１０
６．６６
３．３３
０

①耕作道が幅員不足、②排水機能の不備により湿田
化、③排水路が断面不足、④用水の漏水あり、⑤用
水確保が不安定、⑥施設の維持管理費が増加傾向、
⑦その他の支障

（１）費用便益比（B／C）
（１０点）

・１．０９以上
・１．０６～１．０８
・１．０３～１．０５
・１．００～１．０２
・１．００未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）１０ａあたり事業費
（１０点）

・９００千円未満
・９００千円以上～１，１００千円未満
・１，１００千円以上～１，３００千円未満
・１，３００千円以上～１，５００千円未満
・１，５００千円以上

１０
８
６
４
２

（１）同意率
（１０点）

・９９％以上
・９４％以上～９９％未満
・９１％以上～９４％未満
・２／３以上～９１％未満
・２／３未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）推進組織の活動状況
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体的な
評価区分」参照

（３）市町村の支援体制
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体的な
評価区分」参照

計（１００点）

効　率　性
（２０点）

熟　度
（２０点）

　

対象事業 ・土地改良総合整備事業

評価項目

重　要　性
（１５点）

緊　急　性
（２０点）

必　要　性
（２５点）
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 改正前 改正後 

 別記１関係 

 

 

別記１関係 

 

 

備考 ・地域修正係数の値の修正 ・改正部分は下線の部分  

    

大規模事業評価実施要領の一部改正新旧対照表 

大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 県土整備部（道路）

対象事業

評価項目 評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）車道等幅員
（５点）

・現況幅員＜規定値-2m
・現況幅員＜規定値-1m
・現況幅員＜規定値
・現況幅員≧規定値

５
４
３
０

・車道等幅員は、車道＋路肩幅員とする
・規定値は、道路構造令による。

（２）曲線半径
（５点）

・現況半径＜-10km/h縮小値
・現況半径＜-10km/h規定値
・現況半径＜規定値
・現況半径≧規定値

５
４
３
０

・曲線半径は最小曲線半径とする。
・縮小値、規定値は道路構造令による。

（３）縦断勾配
（５点）

・現況勾配＞-10km/h特例値
・現況勾配＞-10km/h規定値
・現況勾配＞規定値
・現況勾配≦規定値

５
４
３
０

・勾配は最急縦断勾配とする。
・規定値、特例値は道路構造令による。

（５）混雑度
（２点）

・現況混雑度≧1.0
・現況混雑度＜1.0

２
0

道路交通センサス

（６）定時性
（２点）

・10km/h以上
・５km/h以上10km/h未満
・５km/h未満

２
１
0

・定時性は、道路交通センサスまたは実測
の旅行速度(秋）－旅行速度（冬）により求
める。

（７）事故率
（３点）

・50件/億台㌔以上
・履歴あり
・履歴なし

３
1
０

・過去3ヵ年の人身事故を対象とする

（８）過疎地域等の振興
（５点）

・過疎市町村かつ山村振興地域
・準過疎市町村かつ山村振興地域
・過疎市町村
・準過疎市町村または山村振興地域
・上記以外の地域

５
４
３
２
０

（１）ネットワークの位置付け
(１５点)

・ 地域高規格道路、交流促進型広域道路、
高規格幹線道路と一体となった整備
・緊急輸送道路かつ地域形成型広域道路、
広域振興圏間連絡道路
・緊急輸送道路、地域形成型広域道路、
広域振興圏間主要都市連絡道路
・広域振興圏内主要都市へのアクセス、広域振興圏内主要
都市周辺環状道路、市町村合併支援道路、上記以外

１５

１２

９

３

（２）産業振興、生活支援
（１５点）

下記項目に
　・4項目以上該当
　・3項目該当
　・2項目該当
　・1項目該当、該当無し
　産業振興
　　・物流支援　・農業支援　・林業支援　・水産業支援
　　・製造業支援　・観光支援
　生活支援
　　・救急医療アクセス向上　・公共施設アクセス向上
　　・交通拠点アクセス向上　・通園通学路の安全性向上
　　・地域の合意に基づくローカルスタンダード整備
　　・峠道などの冬期の安全性、走行性確保
　　・県際道路

１５
１２
９
０

（１）関連事業の有無
（５点）

・あり
・なし

５
０

（２）冠水区間、主要渋滞ポイント、老
朽橋、交通不能区間、通行危険箇所
等　（５点）

・あり
・なし

５
０

・通行危険箇所とは、落石対策・震災対策・
交通障害箇所（道路規格の不連続・建築限
界不足など）とする。

（３）１０Km以内に迂回道路
(５点)

・なし
・あり

５
０

効　率　性
（２０点）

（１）費用便益比（Ｂ／Ｃ）
（２０点）

・3.0≦B/C
・1.5≦B/C<3.0
・1.0≦B/C<1.5
・0.6≦B/C<1.0
・B/C<0.6

２０
１８
１５
７
０

・計測可能な便益項目（※）のみのB/C

（１）用地取得の進捗状況
（３点）

・60％以上
・30％以上60%未満
・０を越え30%未満
・０%

３
２
１
０

・用地費ベース

（２）地元要望
（２点）

・あり
・なし

２
０

　
計（１００点）

　　　　　　　修正費用便益比　：　所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮し、東京を基準（1.0）とした地域別の地域修正係数を乗じて修正した費用便益比
　　　　　　　地域修正係数の値　：　県央＝1.407、県南＝1.609、沿岸＝1.635、県北＝1.736

（参考）　総合評価時に参考とする修正費用便益比について
　　　　　　総合評価時は、上記の費用便益比のほか、別途、地域間格差を考慮した修正費用便益比も参考とする。

※　計測可能な便益項目について
　　・　国のマニュアルの３便益（走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少）は全箇所において計測。
　　・　その他、箇所毎に計測すべき便益（環境改善、通行危険箇所解消、異常気象時通行不能区間解消、大型車すれ違い困難解消、 歩行快適性・安全性向上、
　　    公共施設等アクセス向上、救急病院等アクセス向上）についても計測可能なものは便益として計上。
　　・　しかしながら、全ての便益項目を網羅的に計測することは一般的には困難であり、計測可能な便益項目のみのB/Cとしているもの。

緊　急　性
（１５点）

熟　度
（５点）

重　要　性
（３０点）

・地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)

必　要　性
（３０点）

（４）歩道設置の必要性
（３点）

下記項目に、
  ・１項目以上該当
  ・該当なし
　　・周辺に駅、商業施設、公共施設など人の集まる
　　　施設がある
　　・人家連担地区である
　　・通園・通学路に指定または指定の見込みがある
　　・将来の開発計画がある
　　・前後区間の歩道設置状況から歩道の連続性の
　　　確保が必要である

３
0

大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 県土整備部（道路）

対象事業

評価項目 評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）車道等幅員
（５点）

・現況幅員＜規定値-2m
・現況幅員＜規定値-1m
・現況幅員＜規定値
・現況幅員≧規定値

５
４
３
０

・車道等幅員は、車道＋路肩幅員とする
・規定値は、道路構造令による。

（２）曲線半径
（５点）

・現況半径＜-10km/h縮小値
・現況半径＜-10km/h規定値
・現況半径＜規定値
・現況半径≧規定値

５
４
３
０

・曲線半径は最小曲線半径とする。
・縮小値、規定値は道路構造令による。

（３）縦断勾配
（５点）

・現況勾配＞-10km/h特例値
・現況勾配＞-10km/h規定値
・現況勾配＞規定値
・現況勾配≦規定値

５
４
３
０

・勾配は最急縦断勾配とする。
・規定値、特例値は道路構造令による。

（５）混雑度
（２点）

・現況混雑度≧1.0
・現況混雑度＜1.0

２
0

道路交通センサス

（６）定時性
（２点）

・10km/h以上
・５km/h以上10km/h未満
・５km/h未満

２
１
0

・定時性は、道路交通センサスまたは実測
の旅行速度(秋）－旅行速度（冬）により求
める。

（７）事故率
（３点）

・50件/億台㌔以上
・履歴あり
・履歴なし

３
1
０

・過去3ヵ年の人身事故を対象とする

（８）過疎地域等の振興
（５点）

・過疎市町村かつ山村振興地域
・準過疎市町村かつ山村振興地域
・過疎市町村
・準過疎市町村または山村振興地域
・上記以外の地域

５
４
３
２
０

（１）ネットワークの位置付け
(１５点)

・ 地域高規格道路、交流促進型広域道路、
高規格幹線道路と一体となった整備
・緊急輸送道路かつ地域形成型広域道路、
広域振興圏間連絡道路
・緊急輸送道路、地域形成型広域道路、
広域振興圏間主要都市連絡道路
・広域振興圏内主要都市へのアクセス、広域振興圏内主要
都市周辺環状道路、市町村合併支援道路、上記以外

１５

１２

９

３

（２）産業振興、生活支援
（１５点）

下記項目に
　・4項目以上該当
　・3項目該当
　・2項目該当
　・1項目該当、該当無し
　産業振興
　　・物流支援　・農業支援　・林業支援　・水産業支援
　　・製造業支援　・観光支援
　生活支援
　　・救急医療アクセス向上　・公共施設アクセス向上
　　・交通拠点アクセス向上　・通園通学路の安全性向上
　　・地域の合意に基づくローカルスタンダード整備
　　・峠道などの冬期の安全性、走行性確保
　　・県際道路

１５
１２
９
０

（１）関連事業の有無
（５点）

・あり
・なし

５
０

（２）冠水区間、主要渋滞ポイント、老
朽橋、交通不能区間、通行危険箇所
等　（５点）

・あり
・なし

５
０

・通行危険箇所とは、落石対策・震災対策・
交通障害箇所（道路規格の不連続・建築限
界不足など）とする。

（３）１０Km以内に迂回道路
(５点)

・なし
・あり

５
０

効　率　性
（２０点）

（１）費用便益比（Ｂ／Ｃ）
（２０点）

・3.0≦B/C
・1.5≦B/C<3.0
・1.0≦B/C<1.5
・0.6≦B/C<1.0
・B/C<0.6

２０
１８
１５
７
０

・計測可能な便益項目（※）のみのB/C

（１）用地取得の進捗状況
（３点）

・60％以上
・30％以上60%未満
・０を越え30%未満
・０%

３
２
１
０

・用地費ベース

（２）地元要望
（２点）

・あり
・なし

２
０

　
計（１００点）

　　　　　　　修正費用便益比　：　所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮し、東京を基準（1.0）とした地域別の地域修正係数を乗じて修正した費用便益比
　　　　　　　地域修正係数の値　：　県央＝1.353、県南＝1.498、沿岸＝1.615、県北＝1.624

（参考）　総合評価時に参考とする修正費用便益比について
　　　　　　総合評価時は、上記の費用便益比のほか、別途、地域間格差を考慮した修正費用便益比も参考とする。

※　計測可能な便益項目について
　　・　国のマニュアルの３便益（走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少）は全箇所において計測。
　　・　その他、箇所毎に計測すべき便益（環境改善、通行危険箇所解消、異常気象時通行不能区間解消、大型車すれ違い困難解消、 歩行快適性・安全性向上、
　　    公共施設等アクセス向上、救急病院等アクセス向上）についても計測可能なものは便益として計上。
　　・　しかしながら、全ての便益項目を網羅的に計測することは一般的には困難であり、計測可能な便益項目のみのB/Cとしているもの。

緊　急　性
（１５点）

熟　度
（５点）

重　要　性
（３０点）

・地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)

必　要　性
（３０点）

（４）歩道設置の必要性
（３点）

下記項目に、
  ・１項目以上該当
  ・該当なし
　　・周辺に駅、商業施設、公共施設など人の集まる
　　　施設がある
　　・人家連担地区である
　　・通園・通学路に指定または指定の見込みがある
　　・将来の開発計画がある
　　・前後区間の歩道設置状況から歩道の連続性の
　　　確保が必要である

３
0
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改正前 改正後 

 別記１関係 

 

 

別記１関係 

 

 

備考 ・地域修正係数の値の修正 ・改正部分は下線の部分  

    

大規模事業評価実施要領の一部改正新旧対照表 

大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 県土整備部（道路）

対象事業

評価項目 評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）車道等幅員
（５点）

・現況幅員＜規定値-2m
・現況幅員＜規定値-1m
・現況幅員＜規定値
・現況幅員≧規定値

５
４
３
０

・車道等幅員は、車道＋路肩幅員とする
・規定値は、道路構造令による。

（２）曲線半径
（５点）

・現況半径＜-10km/h縮小値
・現況半径＜-10km/h規定値
・現況半径＜規定値
・現況半径≧規定値

５
４
３
０

・曲線半径は最小曲線半径とする。
・縮小値、規定値は道路構造令による。

（３）縦断勾配
（５点）

・現況勾配＞-10km/h特例値
・現況勾配＞-10km/h規定値
・現況勾配＞規定値
・現況勾配≦規定値

５
４
３
０

・勾配は最急縦断勾配とする。
・規定値、特例値は道路構造令による。

（５）混雑度
（２点）

・現況混雑度≧1.0
・現況混雑度＜1.0

２
0

道路交通センサス

（６）定時性
（２点）

・10km/h以上
・５km/h以上10km/h未満
・５km/h未満

２
１
0

・定時性は、道路交通センサスまたは実測
の旅行速度(秋）－旅行速度（冬）により求
める。

（７）事故率
（３点）

・50件/億台㌔以上
・履歴あり
・履歴なし

３
1
０

・過去3ヵ年の人身事故を対象とする

（８）過疎地域等の振興
（５点）

・過疎市町村かつ山村振興地域
・準過疎市町村かつ山村振興地域
・過疎市町村
・準過疎市町村または山村振興地域
・上記以外の地域

５
４
３
２
０

（１）ネットワークの位置付け
（５点）

・ 交流促進型広域道路、高規格幹線道路と一体となった整
備、緊急輸送道路かつ地域形成型広域道路、広域振興圏
間連絡道路
・緊急輸送道路、地域形成型広域道路、
広域振興圏間主要都市連絡道路
・広域振興圏内主要都市へのアクセス、広域振興圏内主要
都市周辺環状道路、市町村合併支援道路
・上記以外

５

４

３

２

（２）産業振興、生活支援
（１５点）

下記項目に
　・4項目以上該当
　・3項目該当
　・2項目該当
　・1項目該当、該当無し
 産業振興
　　・物流支援　・農業支援　・林業支援　・水産業支援
　　・製造業支援　・観光支援
 生活支援
　　・救急医療アクセス向上　・公共施設アクセス向上
　　・交通拠点アクセス向上　・通園通学路の安全性向上
　　・地域の合意に基づくローカルスタンダード整備
　　・峠道などの冬期の安全性、走行性確保
　　・県際道路

１５
１２
９
０

（１）関連事業の有無
（５点）

・あり
・なし

５
０

（２）冠水区間、主要渋滞ポイント、老
朽橋、交通不能区間、通行危険箇所
等　（５点）

・あり
・なし

５
０

・通行危険箇所とは、落石対策・震災対策・
交通障害箇所（道路規格の不連続・建築限
界不足など）とする。

（３）部分供用の有無
（２点）

・あり
・なし

２
０

（４）１０Km以内に迂回道路
(３点)

・なし
・あり

３
０

効　率　性
（２０点）

（１）費用便益比（Ｂ／Ｃ）
（２０点）

・3.0≦B/C
・1.5≦B/C<3.0
・1.0≦B/C<1.5
・0.6≦B/C<1.0
・B/C<0.6

２０
１８
１５
７
０

・計測可能な便益項目（※）のみのB/C

（１）用地取得の進捗状況
（３点）

・60％以上
・30％以上60%未満
・０を越え30%未満
・０%

３
２
１
０

・用地費ベース

（２）地元要望
（1２点）

・あり
・なし

1２
０

　
計（１００点）

　　　　　　　修正費用便益比　：　所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮し、東京を基準（1.0）とした地域別の地域修正係数を乗じて修正した費用便益比
　　　　　　　地域修正係数の値　：　県央＝1.407、県南＝1.609、沿岸＝1.635、県北＝1.736

緊　急　性
（１５点）

※　計測可能な便益項目について
　　・　国のマニュアルの３便益（走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少）は全箇所において計測。
　　・　その他、箇所毎に計測すべき便益（環境改善、通行危険箇所解消、異常気象時通行不能区間解消、大型車すれ違い困難解消、 歩行快適性・安全性向上、
　　    公共施設等アクセス向上、救急病院等アクセス向上）についても計測可能なものは便益として計上。
　　・　しかしながら、全ての便益項目を網羅的に計測することは一般的には困難であり、計測可能な便益項目のみのB/Cとしているもの。

（参考）　総合評価時に参考とする修正費用便益比について
　　　　　　総合評価時は、上記の費用便益比のほか、別途、地域間格差を考慮した修正費用便益比も参考とする。

熟　度
（1５点）

重　要　性
（２０点）

・地域連携道路整備事業(地域密着型)

必　要　性
（３０点）

（４）歩道設置の必要性
（３点）

下記項目に、
  ・１項目以上該当
  ・該当なし
　　・周辺に駅、商業施設、公共施設など人の集まる
　　　施設がある
　　・人家連担地区である
　　・通園・通学路に指定または指定の見込みがある
　　・将来の開発計画がある
　　・前後区間の歩道設置状況から歩道の連続性の
　　　確保が必要である

３
0

大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 県土整備部（道路）

対象事業

評価項目 評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）車道等幅員
（５点）

・現況幅員＜規定値-2m
・現況幅員＜規定値-1m
・現況幅員＜規定値
・現況幅員≧規定値

５
４
３
０

・車道等幅員は、車道＋路肩幅員とする
・規定値は、道路構造令による。

（２）曲線半径
（５点）

・現況半径＜-10km/h縮小値
・現況半径＜-10km/h規定値
・現況半径＜規定値
・現況半径≧規定値

５
４
３
０

・曲線半径は最小曲線半径とする。
・縮小値、規定値は道路構造令による。

（３）縦断勾配
（５点）

・現況勾配＞-10km/h特例値
・現況勾配＞-10km/h規定値
・現況勾配＞規定値
・現況勾配≦規定値

５
４
３
０

・勾配は最急縦断勾配とする。
・規定値、特例値は道路構造令による。

（５）混雑度
（２点）

・現況混雑度≧1.0
・現況混雑度＜1.0

２
0

道路交通センサス

（６）定時性
（２点）

・10km/h以上
・５km/h以上10km/h未満
・５km/h未満

２
１
0

・定時性は、道路交通センサスまたは実測
の旅行速度(秋）－旅行速度（冬）により求
める。

（７）事故率
（３点）

・50件/億台㌔以上
・履歴あり
・履歴なし

３
1
０

・過去3ヵ年の人身事故を対象とする

（８）過疎地域等の振興
（５点）

・過疎市町村かつ山村振興地域
・準過疎市町村かつ山村振興地域
・過疎市町村
・準過疎市町村または山村振興地域
・上記以外の地域

５
４
３
２
０

（１）ネットワークの位置付け
（５点）

・ 交流促進型広域道路、高規格幹線道路と一体となった整
備、緊急輸送道路かつ地域形成型広域道路、広域振興圏
間連絡道路
・緊急輸送道路、地域形成型広域道路、
広域振興圏間主要都市連絡道路
・広域振興圏内主要都市へのアクセス、広域振興圏内主要
都市周辺環状道路、市町村合併支援道路
・上記以外

５

４

３

２

（２）産業振興、生活支援
（１５点）

下記項目に
　・4項目以上該当
　・3項目該当
　・2項目該当
　・1項目該当、該当無し
 産業振興
　　・物流支援　・農業支援　・林業支援　・水産業支援
　　・製造業支援　・観光支援
 生活支援
　　・救急医療アクセス向上　・公共施設アクセス向上
　　・交通拠点アクセス向上　・通園通学路の安全性向上
　　・地域の合意に基づくローカルスタンダード整備
　　・峠道などの冬期の安全性、走行性確保
　　・県際道路

１５
１２
９
０

（１）関連事業の有無
（５点）

・あり
・なし

５
０

（２）冠水区間、主要渋滞ポイント、老
朽橋、交通不能区間、通行危険箇所
等　（５点）

・あり
・なし

５
０

・通行危険箇所とは、落石対策・震災対策・
交通障害箇所（道路規格の不連続・建築限
界不足など）とする。

（３）部分供用の有無
（２点）

・あり
・なし

２
０

（４）１０Km以内に迂回道路
(３点)

・なし
・あり

３
０

効　率　性
（２０点）

（１）費用便益比（Ｂ／Ｃ）
（２０点）

・3.0≦B/C
・1.5≦B/C<3.0
・1.0≦B/C<1.5
・0.6≦B/C<1.0
・B/C<0.6

２０
１８
１５
７
０

・計測可能な便益項目（※）のみのB/C

（１）用地取得の進捗状況
（３点）

・60％以上
・30％以上60%未満
・０を越え30%未満
・０%

３
２
１
０

・用地費ベース

（２）地元要望
（1２点）

・あり
・なし

1２
０

　
計（１００点）

　　　　　　　修正費用便益比　：　所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮し、東京を基準（1.0）とした地域別の地域修正係数を乗じて修正した費用便益比
　　　　　　　地域修正係数の値　：　県央＝1.353、県南＝1.498、沿岸＝1.615、県北＝1.624

緊　急　性
（１５点）

※　計測可能な便益項目について
　　・　国のマニュアルの３便益（走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少）は全箇所において計測。
　　・　その他、箇所毎に計測すべき便益（環境改善、通行危険箇所解消、異常気象時通行不能区間解消、大型車すれ違い困難解消、 歩行快適性・安全性向上、
　　    公共施設等アクセス向上、救急病院等アクセス向上）についても計測可能なものは便益として計上。
　　・　しかしながら、全ての便益項目を網羅的に計測することは一般的には困難であり、計測可能な便益項目のみのB/Cとしているもの。

（参考）　総合評価時に参考とする修正費用便益比について
　　　　　　総合評価時は、上記の費用便益比のほか、別途、地域間格差を考慮した修正費用便益比も参考とする。

熟　度
（1５点）

重　要　性
（２０点）

・地域連携道路整備事業(地域密着型)

必　要　性
（３０点）

（４）歩道設置の必要性
（３点）

下記項目に、
  ・１項目以上該当
  ・該当なし
　　・周辺に駅、商業施設、公共施設など人の集まる
　　　施設がある
　　・人家連担地区である
　　・通園・通学路に指定または指定の見込みがある
　　・将来の開発計画がある
　　・前後区間の歩道設置状況から歩道の連続性の
　　　確保が必要である

３
0
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大規模事業評価専門委員会から示された検討課題への対応案について 

今年度の大規模事業評価専門委員会において、専門委員から示された課題及び対応案は以下の

とおり。 

課  題 対 応 案 

（第１回大規模事業評価専門委員会） 

再評価時のＢ／Ｃについて 

再評価時は、残事業Ｂ／Ｃで判断すべ
きものと考えられるため、評価調書の様
式の変更も含め対応を検討いただきた
い。 

現在、国土交通省は残事業Ｂ／Ｃの考え方を導入して

いるが、農林水産省は全体Ｂ／Ｃで評価している状況に

ある。 

本県では、これまで効率性は全体Ｂ／Ｃで評価してお

り、残事業Ｂ／Ｃは専門委員会における審議の参考とす

るために、必要に応じて個別に算定してきたところ。 

今般、委員会からのご指摘を踏まえ、県の事業担当室

課で構成するワーキンググループにおいて今後の対応

について検討を進めてきたところであるが、農林水産省

所管事業の取り扱い等について更に研究が必要である

ことから、引き続き検討を進め、専門委員会に対応案等

をお示ししたい。 
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平成 31（2019）年度大規模事業評価専門委員会の開催スケジュール（案） 

１．審議案件（予定）【３件】  

① 盛岡南公園野球場（仮称）整備事業【文化スポーツ部】

（施設 事前評価・基本構想 後）＜盛岡市＞ 

② 盛岡南公園野球場（仮称）整備事業【文化スポーツ部】

（施設 事前評価・基本設計 後）＜盛岡市＞ 

③ 釜石祥雲支援学校整備事業【教育委員会】

（施設 事前評価・基本設計後）＜釜石市＞ 

※事前評価や随時再評価の必要が生じた事業があった場合には、上記案件以外にも審議をお願いするこ

とがあります。 

２．報告案件（予定） 

港湾改修事業【県土整備部】 

（公共 事後評価）＜岩泉町＞ 

３．年間スケジュール（予定）  

時 期 専門委員会等の内容 備 考 

６月 第１回専門委員会（審議） 
諮問審議 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施 

７月 第２回専門委員会（現地調査） 継続審議 

８月 第３回専門委員会（審議） 継続審議 

９月 第４回専門委員会（審議） 答申案の審議、事後評価報告 

10 月 第５回専門委員会（審議） 
諮問審議 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施 

11 月 第６回専門委員会（現地調査） 継続審議 

12月 第７回専門委員会（審議） 継続審議 

１月 第８回専門委員会（審議） 答申案の審議 

２月 第９回専門委員会（審議） 翌年度スケジュール等 

※例年の基本的なスケジュールを元に作成した予定であり、審議等の進捗状況に応じて、
次期及び審議回数は増減する場合があります。 

  ※対象事業の基本構想策定や基本設計実施の状況を踏まえ、日程を調整する予定です。 
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